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No.846 2024 年 6 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

奥
多
摩
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

6月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
 

≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・水曜日・木曜日・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎月３回火曜日　　　午後2時～

　○毎月３回金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

  https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/okutamabyoin/index.html

■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

■認知症外来（予約制）：認知症をご心配の方は、ご利用ください。

　国

民

健

康

保

険

・

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

健

康

診

査

の

実

施

に

つ

い

て

　
町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
で
40
歳
以
上
の
方
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者

の
方
、
若
年
層
（
18
歳
か
ら
39

歳
）
の
方
向
け
に
、
健
康
診
査

を
無
料
で
実
施
し
ま
す
。

　
ご
自
身
の
健
康
状
態
を
把
握

し
、
生
活
習
慣
病
な
ど
の
予
防

や
改
善
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
健
診

を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

【
対
象
者
】

●
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で

40
歳
以
上
の
方

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保

険
者
の
方

●
若
年
層
（
令
和
６
年
４
月
１

日
時
点
で
、
18
歳
か
ら
39
歳
の

方
。
加
入
の
健
康
保
険
は
問
い

ま
せ
ん
。）

＊
長
期
入
院
中
の
方
や
施
設
に

入
所
さ
れ
て
い
る
方
は
対
象
外

で
す
。

＊
若
年
層
の
方
で
健
診
の
受
診

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
受
診
券

を
発
行
し
ま
す
の
で
、
福
祉
保

健
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
共
通
事
項
】（
個
別
健
診
）

〔
実
施
期
間
〕
６
月
３
日
（
月
）

～
10
月
31
日
（
木
）

　（
若
年
層
健
康
診
査
は
、
３

月
31
日
ま
で
実
施
し
ま
す
。
）

〔
実
施
場
所
〕
町
内
医
療
機
関

（
奥
多
摩
病
院
、
双
葉
会
診
療

所
、
古
里
診
療
所
）・
町
外
契

約
医
療
機
関

〔
実
施
内
容
〕
問
診
、
視
診
、

聴
打
診
、
身
体
測
定
、
血
圧
測

定
、
尿
検
査
（
糖
、
蛋
白
）
、

循
環
器
検
査
（
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス

テ
ロ
ー
ル
、
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
、
中
性
脂
肪
）、
肝
機

能
検
査
（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
、
Ｇ
Ｐ
Ｔ
、

γ-

Ｇ
Ｔ
Ｐ
）、血
糖
検
査
（
空

腹
時
血
糖
、
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ

１
ｃ
）

＊
医
師
が
必
要
と
す
る
方
に
対

し
て
は
、
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン

検
査
、貧
血
検
査
（
赤
血
球
数
、

血
色
素
量
、
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト

値
）、
心
電
図
検
査
を
実
施

・
費
用
は
無
料
で
す
。

【
留
意
事
項
】

＊
受
診
を
さ
れ
る
際
は
、
必
ず

事
前
に
医
療
機
関
に
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

＊
期
間
終
了
間
際
に
な
り
ま
す

と
、
医
療
機
関
の
混
雑
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
受
診

を
お
勧
め
し
ま
す
。

＊
町
の
国
民
健
康
保
険
以
外
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40

歳
以
上
の
方
の
健
康
診
査
に
つ

い
て
は
、
ご
加
入
の
健
康
保
険

組
合
か
お
勤
め
先
に
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

母
子
健
診
日
程
表

６月２６日（水）　保健福祉センター

 13:10 ～ 13:40 受付 
  ３歳児健診（通知が届いた方）

７月１０日（水）　保健福祉センター
 13:20 ～ 13:30 受付
　１・２・４・５歳児歯科健診
 　　…令和元・２・４・５年６月生まれ
 13:30 ～ 13:40 受付

　 乳幼児歯科相談 (要予約）

【
集
団
健
診
に
つ
い
て
】

　
個
別
健
診
を
期
間
内
に
受
け

ら
れ
な
い
方
に
、
集
団
健
診
を

実
施
す
る
予
定
で
す
。

　
詳
細
は
、
今
後
広
報
お
く
た

ま
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

空家・空地の管理

不動産各種ご相談

☎

✉ ＠

奥多摩
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▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

～
令
和
６
年
中
の
青
梅
警
察
署

管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害
～

　
今
年
に
入
り
、
管
内
で
の
特

殊
詐
欺
の
被
害
が
８
件
発
生

し
て
お
り
、
被
害
総
額
は
約

３
０
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。

【
特
殊
詐
欺
に
つ
い
て
】  

　
最
近
、
都
内
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型

投
資
詐
欺
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型
ロ
マ
ン

ス
詐
欺
の
被
害
が
急
増
し
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
詐
欺
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
連
絡
ツ
ー

ル
を
利
用
し
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
や
り
と
り
を
続
け
る
中
で
、

株
や
先
物
取
引
で
の
儲
け
話

や
、
恋
愛
感
情
を
利
用
し
た
支

援
な
ど
の
名
目
で
、
仮
想
通
貨

を
含
め
た
金
銭
の
や
り
と
り
を

持
ち
か
け
、
多
額
の
金
銭
を
だ

ま
し
取
る
手
口
で
す
。

　
ま
た
、「
●
億
円
の
支
援
が

で
き
ま
す
」「
●
億
円
を
も
ら

え
る
権
利
が
当
た
り
ま
し
た
」

な
ど
と
言
い
、
そ
の
手
数
料
と

年
金
の
お
知
ら
せ

関
係
機
関
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
東
京
ゼ
ロ
エ
ミ
住
宅
の
新
築

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
（
家

屋
）
を
減
免
し
ま
す

〔
減
免
対
象
〕
一
定
の
要
件
を

満
た
す
新
築
の
東
京
ゼ
ロ
エ
ミ

住
宅

〔
減
免
割
合
〕

　
住
宅
に
係
る
不

動
産
取
得
税
を
最
大
で
10
割

　
減
免
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

　
詳
細
は
、
東
京
都
主
税
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所 

☎
０
４
２
（
６
４
４
）
１
１
１
１

し
て
現
金
の
振
り
込
み
や
、
コ

ン
ビ
ニ
の
カ
ー
ド
を
購
入
さ
せ

る
手
口
も
増
え
て
い
ま
す
。

　
突
然
、
現
金
が
も
ら
え
る
な

ど
の
話
は
全
て
ウ
ソ
で
す
。

　
心
当
た
り
が
あ
る
方
は
早
め

の
相
談
が
必
要
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係  

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

◇
国
民
年
金
保
険
料
に
免
除
期

間
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
方

へ　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
ら
れ
た
期
間
が
あ

る
場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
め

た
方
と
比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金

（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る
年
金
）

の
受
け
取
り
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。

　
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年

金
を
増
額
す
る
た
め
に
、
免
除

な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る

（
追
納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認

を
受
け
ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降

の
追
納
の
場
合
、
当
時
の
保
険

料
額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
加
入

者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
）
ま
た
は

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
30
‐

３
４
１
０
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
免
除
申
請
が
で
き
る

過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請

書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１

か
月
前
の
月
分
ま
で
遡
っ
て
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

◇
年
金
の
相
談
や
受
給
手
続
き

に
は
事
前
予
約
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　
年
金
見
込
み
額
な
ど
の
ご
相

談
や
、
年
金
の
請
求
・
受
給
者

死
亡
な
ど
の
手
続
き
は
、
事
前

の
予
約
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ

と
で
、
ス
ム
ー
ズ
に
対
応
で
き

ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
予
約
専
用
受
付
電
話

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
４
８
９
０

青
梅
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　☎
30
‐
３
４
１
０

〔
受
付
時
間
〕
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
（
土
日
祝
日

お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
予
約
の
際
は
、
基
礎
年
金
番

号
の
わ
か
る
年
金
手
帳
や
年
金

証
書
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

【
西
多
摩
保
健
所

　

 

か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
健
康
づ
く
り
調
理
師
研
修
会

　「
顧
客
満
足
の
新
境
地
～
現

役
シ
ェ
フ
に
聞
く
！
健
康
メ

ニ
ュ
ー
戦
術
～
」

〔
日
時
〕　
７
月
25
日
（
木
）　  

        

午
後
２
時
か
ら
４
時

〔
会
場
〕
西
多
摩
保
健
所

〔
講
師
〕
㈱
三
島
フ
レ
ン
チ

（
ハ
ー
ト
フ
ル
ダ
イ
ニ
ン
グ
お

ん
ふ
ら
ん
す
）　 

田
中
季
次
氏

食
彩
岩
生
　
府
中
か
し
わ
で
　

　
　
　
　
　
　
　
市
川
岩
生
氏

〔
対
象
者
〕
西
多
摩
保
健
所
管

内
８
市
町
村
の
飲
食
店
な
ど
で

調
理
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
方

〔
参
加
費
〕　
５
０
０
円

　
　

〔
申
込
締
切
〕
７
月
18
日
（
木
）

〔
申
込
方
法
〕
二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
西
多
摩

保
健
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
西
多
摩
保

健
所
生
活
環
境
安
全
課
保
健
栄

養
担
当
　
　
☎
22
‐
６
１
４
１

　

20
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　５

　
　８

　10
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▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

～
令
和
６
年
中
の
青
梅
警
察
署

管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害
～

　
今
年
に
入
り
、
管
内
で
の
特

殊
詐
欺
の
被
害
が
８
件
発
生

し
て
お
り
、
被
害
総
額
は
約

３
０
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。

【
特
殊
詐
欺
に
つ
い
て
】  

　
最
近
、
都
内
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型

投
資
詐
欺
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型
ロ
マ
ン

ス
詐
欺
の
被
害
が
急
増
し
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
詐
欺
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
連
絡
ツ
ー

ル
を
利
用
し
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
や
り
と
り
を
続
け
る
中
で
、

株
や
先
物
取
引
で
の
儲
け
話

や
、
恋
愛
感
情
を
利
用
し
た
支

援
な
ど
の
名
目
で
、
仮
想
通
貨

を
含
め
た
金
銭
の
や
り
と
り
を

持
ち
か
け
、
多
額
の
金
銭
を
だ

ま
し
取
る
手
口
で
す
。

　
ま
た
、「
●
億
円
の
支
援
が

で
き
ま
す
」「
●
億
円
を
も
ら

え
る
権
利
が
当
た
り
ま
し
た
」

な
ど
と
言
い
、
そ
の
手
数
料
と

年
金
の
お
知
ら
せ

関
係
機
関
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
東
京
ゼ
ロ
エ
ミ
住
宅
の
新
築

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
（
家

屋
）
を
減
免
し
ま
す

〔
減
免
対
象
〕
一
定
の
要
件
を

満
た
す
新
築
の
東
京
ゼ
ロ
エ
ミ

住
宅

〔
減
免
割
合
〕

　
住
宅
に
係
る
不

動
産
取
得
税
を
最
大
で
10
割

　
減
免
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

　
詳
細
は
、
東
京
都
主
税
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
八
王
子
都

税
事
務
所 

☎
０
４
２
（
６
４
４
）
１
１
１
１

し
て
現
金
の
振
り
込
み
や
、
コ
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け
ら
れ
る
年
金
）

の
受
け
取
り
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。

　
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年

金
を
増
額
す
る
た
め
に
、
免
除

な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る

（
追
納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認

を
受
け
ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降

の
追
納
の
場
合
、
当
時
の
保
険

料
額
に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
加
入

者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
）
ま
た
は

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
30
‐

３
４
１
０
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
免
除
申
請
が
で
き
る

過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請

書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１

か
月
前
の
月
分
ま
で
遡
っ
て
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

◇
年
金
の
相
談
や
受
給
手
続
き

に
は
事
前
予
約
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　
年
金
見
込
み
額
な
ど
の
ご
相

談
や
、
年
金
の
請
求
・
受
給
者

死
亡
な
ど
の
手
続
き
は
、
事
前

の
予
約
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ

と
で
、
ス
ム
ー
ズ
に
対
応
で
き

ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
予
約
専
用
受
付
電
話

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
４
８
９
０

青
梅
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　☎
30
‐
３
４
１
０

〔
受
付
時
間
〕
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
（
土
日
祝
日

お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
予
約
の
際
は
、
基
礎
年
金
番

号
の
わ
か
る
年
金
手
帳
や
年
金

証
書
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

【
西
多
摩
保
健
所

　

 

か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
健
康
づ
く
り
調
理
師
研
修
会

　「
顧
客
満
足
の
新
境
地
～
現

役
シ
ェ
フ
に
聞
く
！
健
康
メ

ニ
ュ
ー
戦
術
～
」

〔
日
時
〕　
７
月
25
日
（
木
）　  

        

午
後
２
時
か
ら
４
時

〔
会
場
〕
西
多
摩
保
健
所

〔
講
師
〕
㈱
三
島
フ
レ
ン
チ

（
ハ
ー
ト
フ
ル
ダ
イ
ニ
ン
グ
お

ん
ふ
ら
ん
す
）　 

田
中
季
次
氏

食
彩
岩
生
　
府
中
か
し
わ
で
　

　
　
　
　
　
　
　
市
川
岩
生
氏

〔
対
象
者
〕
西
多
摩
保
健
所
管

内
８
市
町
村
の
飲
食
店
な
ど
で

調
理
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
方

〔
参
加
費
〕　
５
０
０
円

　
　

〔
申
込
締
切
〕
７
月
18
日
（
木
）

〔
申
込
方
法
〕
二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
西
多
摩

保
健
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
西
多
摩
保

健
所
生
活
環
境
安
全
課
保
健
栄

養
担
当
　
　
☎
22
‐
６
１
４
１

　


